
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 19 年度 
 

八代ＰＴＡ連絡協議会 

 

定期総会 
 
 
 
 
 
 
 

平成 19 年 5 月 11 日(金) 
ハーモニーホール 

15：00～16：30



 八代ＰＴＡ連絡協議会定期総会次第 
 
 
 
 

※物故者への黙祷 
 
１．開会 
 
２．会長挨拶 
 
３．来賓祝辞 
 
４．来賓紹介 
 
５．議長選出 
 
６．総会成立確認発表 
 
７．議事 

第１号議案 平成 18 年度事業報告の承認に関する件 
第２号議案 平成 18 年度決算報告並びに監査報告の承認に関する件 
第３号議案 平成 19 年度役員改選の承認に関する件 
第４号議案 平成 19 年度事業計画の承認に関する件 
第５号議案 平成 19 年度予算の承認に関する件  

 
８．その他 
 
９．閉会 



平成18年度事業・会議報告 

月 日（曜） 主催 行 事 会 場 対 象 
備 考 

4月25日（火） 八Ｐ 役員・監査選考委員会 千丁公民館 選考委員 
  

4月25日（火） 八Ｐ 理事予定者会議 千丁公民館 理事予定者 
  

5月11日(木) 八Ｐ 八Ｐ連定期総会 
ハーモニーホール 校長（教頭） 

ＰＴＡ会長他 
決算予算事業案 
終了後 八代ロイヤルホテルにて歓送迎会 

5月11日(木) 八Ｐ 第1回三役会 ハーモニーホール 三役 
  

5月11日(木) 八Ｐ 第1回理事会 ハーモニーホール 三役・理事 
  

5月25日(木) 八Ｐ 小中役員親睦球技大会監督会議 太田郷公民館 単Ｐ担当者 
  

5月26日(金) 八Ｐ 女性副会長連絡会議 千丁公民館 女性副会長・母親部長 
情報交換 

5月29日(月) 八Ｐ 第2回三役会 太田郷公民館 三役 
  

5月29日(月) 八Ｐ 第2回理事会 太田郷公民館 三役・理事 
  

6月3日(土) 県Ｐ 県Ｐ定期総会 産文会館 各単Ｐ代表 
  

6月4日(日) 八Ｐ 小中役員親睦球技大会 
八代市総合体育館 単Ｐ役員・校長・教頭 

担当：二見中校区 

6月23日(金) 八Ｐ ＰＴＡ合同研修会  
八代ロイヤルホテル ＰＴＡ会長・副会長 

校長・ＰＴＡ担当者 
講演・Ｐ災説明 
終了後 懇親会（対象：参加者全員） 

7月21日(金) 県Ｐ 事務局長研修会 阿蘇いこいの村 事務局員 
  

7月 八Ｐ 広報紙発行   八Ｐ広報委員 
  

8月26～27日 
（土・日） 日Ｐ 日本ＰＴＡ全国大会 宮崎県 ＰＴＡ会員全員 

日Ｐ大会のため九Ｐ大会はありませんでした 

9月7日(木) 八Ｐ 親善親子ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ大会監督会

議 
太田郷公民館 単Ｐ担当者 
  

9月12日(火) 八Ｐ 第3回三役会 太田郷公民館 三役 
  

9月17日(月） 八Ｐ 親善親子ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ大会 八代市総合体育館 単Ｐ代表チーム（親・子）

担当：二中校区 ※台風接近のため中止 

10月28日(土) 県Ｐ 熊本県ＰＴＡ研究大会 熊本市 ＰＴＡ会員全員 
  

11月2日(木) 八Ｐ 学校訪問 泉8小、7小 泉町 会長、事務局 
  

11月18日(土) 八Ｐ 第1回会長会 振興センターいずみ 単Ｐ会長 
  



11月29日(水) 八Ｐ 女性副会長研修会 山都町清和地区 女性副会長 
清和高原天文台、清和文楽館 

1月20日(土) 八Ｐ 第1回三役委員長会議 えびのみや川 三役委員長 
  

3月7日(水) 八Ｐ 第4回三役会 千丁公民館 三役 
  

3月12日(月) 八Ｐ 第3回理事会 千丁公民館 三役・理事 
  

3月 八Ｐ 広報紙発行   八Ｐ広報委員 
  

 



収入の部

予算額 決算額 比較増減

平成18年度八代ＰＴＡ連絡協議会　収支決算書

項目 備考予算額 決算額 比較増減

510,158 510,158 0

市Ｐ連 877,844 873,456 △ 4,388

郡Ｐ連 81,998 86,386 4,388

0 475,084 475,084

1,470,000 1,945,084 475,084

支出の部

項目 備考

繰越金

負担金 世帯数10512　負担率91％

世帯数980　負担率9％

雑収入 Ｐ災補助・預金利子

計

支出の部

予算額 決算額 残額

80,000 154,056 △ 74,056 総会・理事会・会長会

女性副会長連絡会議 30,000 2,200 27,800

小中役員親睦球技大会 50,000 32,980 17,020

合同研修会 100,000 13,450 86,550

親善親子ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ大会 60,000 27,216 32,784

女性副会長研修会 △

項目 備考

会議費

事業費

女性副会長研修会 100,000 150,317 △ 50,317

研究大会関係 0 81,674 △ 81,674

340,000 307,837 32,163

400,000 394,558 5,442

300,000 221,085 78,915

50,000 0 50,000

100,000 100,000 0 県Ｐ八代大会準備金

渉外費

特別積立金

予備費

事業費小計

広報費

事務費

200,000 5,000 195,000

1,470,000 1,182,536 287,464

収入合計 1,945,084 円

支出合計 1,182,536 円

次年度繰越金 762,548 円

予備費

計

前年度繰越 歳入総額 歳出総額 次年度繰越 摘要

100,000 100,000 0 200,000

上 報告 す

【県Ｐ八代大会準備金収支決算書】

県Ｐ八代大会準備金

2007/5/11

　　　上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八代ＰＴＡ連絡協議会　会長　蓑田淳美

　　　平成18年度、監査の結果を下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　現金出納簿、領収書綴り、預金通帳、各帳簿について照合した結果、計数に誤りなく
　　　　　　　　正確に記載されていました。収支残額とも適正であることを認めます。

2007/4/1

㊞

㊞

　　　　　　　　正確に記載されていました。収支残額とも適正であることを認めます。



収入の部

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

762,548 510,158 252,390

八代市Ｐ連 482,473 873,456 △ 390,983 世帯数10512　負担率91％

氷川町Ｐ連 44,979 86,386 △ 41,407 世帯数980　負担率9％

450,000 0 450,000 P災補助・預金利息

1,740,000 1,470,000 270,000

支出の部

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

150,000 80,000 70,000 総会・理事会・会長会他

女性副会長連絡会議費 30,000 30,000 0

小中役員親睦球技大会費 50,000 50,000 0

合同研修会 100,000 100,000 0

親善親子ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ大会費 60,000 60,000 0

女性副会長研修会費 150,000 100,000 50,000

研究大会関係 150,000 0 150,000

540,000 340,000 200,000

400,000 400,000 0 新聞発行

300,000 300,000 0 通信費・事務局関係費他

50,000 50,000 0 慶弔他

100,000 100,000 0 県Ｐ大会準備金他

200,000 200,000 0

1,740,000 1,470,000

【特別積立金収支予算（案）】

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考

200,000 100,000 100,000

100,000 100,000 0

300,000 200,000 100,000

平成19年度八代ＰＴＡ連絡協議会予算(案)

会議費

事業費

広報費

事業費小計

項目

計

項目

負担金

繰越金

項目

繰越金

本会計からの収入

計

雑収入

計

事務費

渉外費

特別積立金

予備費



八代ＰＴＡ連絡協議会規約 

 

第１章  総 則 

第１条（名称） 

本会は、八代ＰＴＡ連絡協議会とする。 

 

第２条（事務局） 

本会に事務局を置く。 

 

第３条（組織） 

本会は、八代市ＰＴＡ連絡協議会・氷川町ＰＴＡ連絡協議会の単位ＰＴＡをもって組織する。 

 

第４条（目的） 

本会は、八代郡市各小学校・中学校及び養護学校のＰＴＡの連絡提携に当たり、総意を結集して、児童・生

徒の健全な成長とＰＴＡ会員の資質の向上及び教育の振興を図ることを目的とする。 

 

第５条（事業） 

本会は、第４条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 各単位ＰＴＡ及び熊本県ＰＴＡ連合会相互の連絡協調並びに関係諸団体との連絡提携 

２ 児童・生徒の健全育成 

３ ＰＴＡ会員の研修並びにリーダーの育成のための研修及び研修会の開催 

４ 教育に関する各種の調査・研究及び資料の提供並びに広報紙の発行 

５ その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章  機 関 

第６条（設置） 

本会に次の機関を置く。 

（１）総会 

（２）理事会 

（３）三役会 

（４）委員会 

（５）部会 

第７条（総会の構成と招集） 

１ 総会は、本会の最高議決機関で、本会の役員及び各単位ＰＴＡからの代表者をもって構成する。（代表

者とは会長・副会長[２名以内]・校長・教頭[１名]とする） 

２ 定期総会は、毎年５月に会長が招集する。 

３ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 

４ 前項の他、単位ＰＴＡ総数の３分の１以上の要求が有った場合、会長は臨時総会を招集しなければなら



ない。 

 

第８条（総会の成立） 

 総会は、各単位ＰＴＡ代表者総数３分の２以上（委任状も含める）の出席で成立する。尚、臨時総会も同様

とする。 

 

第９条（総会の議決事項） 

 総会は、次の事項を決議する。 

 （１）事業計画並びに収支予算に関する事項 

 （２）事業報告並びに収支決算に関する事項 

 （３）役員の承認に関する事項 

 （４）規約の改廃に関する事項 

 （５）その他、本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 

第１０条（理事会・三役会の開催、構成及び業務） 

 １ 理事会は会長が招集する。 

 ２ 前項の他、理事の３分の１以上から要求があった場合、会長は理事会を招集しなければならない。 

 ３ 理事会は、本会の執行機関であり、会長・副会長・会計及び理事をもって構成する。又、次の各号に規

定する業務を行う。 

  （１）総会の議決事項の執行 

  （２）総会に提出する議案の審議 

  （３）緊急事項の処理 

  （４）各委員会・部会からの審議事項の執行 

 ４ 三役会は、会長・副会長・会計をもって構成し、理事会に提出する議案の企画の他、事業に関する全般

の企画・調査・調整並びに他団体との渉外等を行う。 

 

第１１条（委員会及び部会の業務） 

 委員会・部会の種類並びに審議事項は、次の通りとする。但し、必要に応じて特別委員会を設置する事が出

来る。 

  （１）総務委員会   ①予算の執行に関する事 

             ②事業計画の執行に関する事 

             ③規約の改正に関する事 

             ④表彰に関する事 

             ⑤上記の執行に伴い発生するその他の事 

  （２）教養委員会   ①研究大会・研修・その他活動のための企画及び立案に関する事 

             ②人権・同和問題、環境に関する事 

  （３）広報委員会   新聞発行及び広報活動 

  （４）運営委員会   会員相互の親睦に関する大会やその運営に関する事 

  （５）特別委員会   専門的な調査・研究及び緊急的事項の調査・研究 



  （６）部 会     教育に関する各種の調査・研究 

第１２条（委員会及び部会の構成） 

１ 委員会の委員及び部会の部員は理事をもって構成する。 

２ 委員会の委員長・副委員長及び部会の部会長・副部会長は、委員の互選とする。但し、三役は委員長・副

委員長及び部会長・副部会長の兼務は出来ない。（特別委員会は除外） 

３ 特別委員会は三役・理事・参与・顧問の中から選任し、理事会の承認をもって発足する。 

（１）委員の選出は理事・参与・顧問の推薦に基づき行い、会長が委嘱する。 

（２）理事会で必要と判断された場合、専門的な知識・情報を持つ外部教育団体等からも委員に選任出来る。 

 

第１３条（委員会及び部会の招集） 

 委員会及び部会は、必要に応じて会長及び委員長又は部会長が招集する。 

 

第１４条（会議の運営） 

１ 総会の議長は会員（各単位ＰＴＡ代表者）より選出する。 

２ 総会の決議は、議場出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

３ 理事会の議長は、副会長があたる。 

４ 委員会及び部会の議長は、委員長又は部会長があたる。 

５ 理事会・委員会・部会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決し、可否同

数の場合は議長がこれを決する。 

 

第３章  役 員 

第１５条（役員等の名称及び員数） 

 本会には、次の役員・参与及び顧問を置く。 

 （１） 会 長  １名 

 （２） 副会長  ４名 

（３） 会 計  １名 

 （４） 参 与  ４名 

 （５） 理 事 ３５名程度 

 （６） 監 査  ２名 

 （７） 顧 問 若干名 

 

第１６条（役員の資格及び選出） 

 本会の役員の資格及び選出は次の項に定める。 

 １ 理事は各単位ＰＴＡ会員であり、その代表をもって充てる。但し、各単位ＰＴＡからの代表はＰＴＡ会

長・副会長もしくはこれに準ずるものとする。 

 ２ 理事の選出は中学校が在る校区単位とし、それぞれ２名／校区とする。但し、養護学校は１名とする。 

 ３ 会長・副会長・会計は、理事の中から役員・監査選考委員会で選定し、総会の承認を得なければならな

い。 

 ４ 監査は、加入ＰＴＡ会員の中から、役員・監査選考委員会で選定し、総会の承認を得なければならない。 



 ５ 会長に選出された校区は、別に理事を１名充てる事が出来る。 

 ６ 副会長は、男女で４名を定員とする。 

 ７ 参与は、校長２名・教頭２名を定員とし、校長会・教頭会の推薦に基づき会長が委嘱する。 

 ８ 顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。 

 ９ 役員・監査選考委員会は、中学校が在る校区・町村単位及び養護学校より選出された理事をもって構成

し、会長・副会長・会計及び監査を選定する。 

１０ 前各項の他、選定の方法については別に規定で定める。 

 

第１７条（役員等の職務） 

 本会の役員は、次の任務を有する。 

 １ 会長は、本会を代表し、本会を統轄する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は会長代理を互選し、理事会の承認を得てその職務を遂

行する。 

 ３ 会計は、会計事務を処理し、理事会に報告する。 

 ４ 理事は、理事会を構成し、本会の規約に定める事項を議決し、会務を執行する。 

 ５ 監査は、財産、経理並びに業務の執行状況を監査し、その結果を理事会及び定期総会に報告し、意見を

述べなければならない。 

 ６ 参与は、理事会に出席し、意見を述べる事が出来る。 

 ７ 顧問は、会務に協力し、助言援助をなす。 

 

第１８条（役員・監査の任期） 

 １ 本会の役員・監査の任期は１年とし、再任を妨げない。但し、会長の任期は３年を限度とする。 

 ２ 補欠又は増員により選出された役員・監査の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 ３ 役員・監査は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

 

第４章  会 計 

第１９条（経費） 

 １ 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる｡ 

 ２ 会費は、単位ＰＴＡ構成の会員数を基準とし、理事会においてその額を定め、総会の承認を得て決議す

る。 

 

第２０条（会計年度） 

本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第５章  雑 則 

第２１条（諸規定） 

 この規約に定めるものの他、本会運営に必要な諸規定は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

 



付 則 

この規約は平成１６年１１月５日から施行する。 

平成１８年５月１１日改正。 

 

 

組 織 図 

 

 

八代ＰＴＡ連絡協議会 

三 役 会

会長(1)・副会長

(4)・会計(1) 

事 務 局 

監 査（２） 

顧問（若干名） 

理事会（４＋３５名程度） 

（各中学校校区より代表２名） 

泉中・東陽中・竜北中・氷川中・鏡中・

千丁中・坂本中・第一中・第二中・第

三中・第四中・第五中・第六中・第七

中・第八中・日奈久中・二見中・八代

養護（１） 

参与：校長代表（２）教頭代表（２） 

総務委員会 

教養委員会 

広報委員会 

運営委員会 

特別委員会・部会 

委員会・部会 

財団法人 

熊本県ＰＴＡ災害見

舞金安全会 

九州ブロックＰＴＡ協議会 

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 

熊本県ＰＴＡ連合会 

総 会 

単位ＰＴＡ代表



   

八代ＰＴＡ連絡協議会 役員・監査選考委員会設置規定 

 

役員・監査選考委員会設置規定 

第１条 

この規定は、八代ＰＴＡ連絡協議会規約第１６条に基づく、役員・監査選考委員会に関する事項を定める。 

 

第２条 

役員・監査選考委員会は、役員候補者の資格審査及び役員候補者の選考に関する一切の事務を処理するもの

とする。 

 

第３条 

役員・監査選考委員会は、中学校が在る校区単位及び養護学校から選出された理事で構成する。但し、単Ｐ

において次期会長・副会長候補となった理事は、選考委員になる事は出来ない。 

 

第４条 

(1)役員・監査選考委員会は、委員長、副委員長各１名選出し、委員長が議長となる。 

(2)役員・監査選考委員会での選考は、自薦及び推薦を基本とし、審議については合議を基本とする。但し、

必要と認められる場合は、選考委員による無記名の投票により決するものとする。 

 

第５条 

役員・監査選考委員会は、役員候補者の資格審査を行わなくてはならない。 

 

第６条 

この規定の改廃は、理事会の決議による。 

 

 

付 則 

この規定は平成１6年 11 月 5 日から施行する。 



事務局 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせ等は、各市Ｐ・町Ｐ事務局へお願いします。 

熊本県ＰＴＡ連合会 
〒860-0842 熊本市南千反畑町 3-7 県総合福祉センター４Ｆ 

ＴＥＬ：096-354-5919  ＦＡＸ：096-354-5913 

E-mail：info@kumamoto-pta.com 

八代ＰＴＡ連絡協議会 
〒866-0857 八代市出町 8-17 プラスワンビル２Ｆ 
ＴＥＬ：0965-32-6804  ＦＡＸ： 0965-33-0527 

E-mail：8p@y-pta.net 

八代市ＰＴＡ連絡協議会 
〒866-0862 

 八代市松江城町 4-29 生涯学習課内 
ＴＥＬ：0965-31-6144 
ＦＡＸ：0965-31-6144 
ＨＰ：090-5385-6830 

E-mail：jimu@y-pta.net 
ＵＲＬ：http://www.y-pta.net 

氷川町ＰＴＡ連絡協議会 
〒869-4601 

八代郡氷川町今 39 
氷川町及び八代市中学校組合立氷川中学校内

ＴＥＬ：0965-62-2525 
ＦＡＸ：0965-62-4460 




